
・・・
・・・ ◆ルールを守り決められた日時に出しましょう。

◆祝日等により収集日が変更となる場合があります。ご注意下さい。

　２９日（水） 昭和の日 　２０日（月）海の日は「燃えるごみ」を収集します

３日（日）憲法記念日   ４日（月）みどりの日   ５日（火） こどもの日

６日（水）振替休日は「資源ごみ」を収集します 　１１日（火） 山の日

　２１日（月） 敬老の日は「燃えるごみ」を収集します

　２２日（火） 国民の休日　 ２３（水）秋分の日
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ごみは収集日の朝８時までに出して下さい。収集日以外の日や収集後には絶対に出さないでください。

資源物の分別については、分別表をご覧ください。

お問い合わせ先 東陽支所 地域振興課 tel 65－2111



・・・
・・・ ◆ルールを守り決められた日時に出しましょう。

◆祝日等により収集日が変更となる場合があります。ご注意下さい。

　１日（金）元旦　※２日（土）施設休み

　１２日（月）スポーツの日は「燃えるごみ」を収集します 　１１日（月）成人の日は「燃えるごみ」を収集します

　３日（火） 文化の日 　１１日（木） 建国記念の日

２３日（月） 勤労感謝の日　 　２３日（火） 天皇誕生日

　※３１日（木）施設休み 　２２日（月） 春分の日
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≪黒渕・河俣地区≫燃えるごみ 週２回収集　毎週　  月・木 　曜日
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家電リサイクル対象品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機等）、パソコンは出さないでください。

資源物の分別については、分別表をご覧ください。

お問い合わせ先 東陽支所 地域振興課 tel 65－2111

お問い合わせ先 東陽支所 地域振興課 tel 65－2111


